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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期

第３四半期
連結累計期間

第68期
第３四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年12月31日

自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 10,177,810 10,809,302 12,410,194

経常利益 （千円） 1,717,526 1,850,632 833,305

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 1,193,404 1,270,977 553,565

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,200,703 1,319,041 497,576

純資産額 （千円） 14,070,344 14,542,098 13,367,167

総資産額 （千円） 18,405,225 18,975,842 18,301,178

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 190.48 202.66 88.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 76.4 76.6 73.0

 

回次
第67期

第３四半期
連結会計期間

第68期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年10月１日
至2019年12月31日

自2020年10月１日
至2020年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 10.49 34.19

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は以下のとおりです。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 

（新型コロナウイルス感染症について）

　2020年５月の緊急事態宣言解除後、小学校・中学校では、時差登校・分散登校・短時間授業などの対応をとりなが

ら通常の授業が再開されております。また、夏季・冬季休業期間の短縮や学校行事の縮小が図られた結果、授業の進

捗は遅れを取り戻しつつあります。

　セグメントの出版においては、夏休み教材の受注が減少し、セグメントの教具においては、図画工作や夏休み工作

などの教材で受注が減少しております。

　当社グループは、事業活動に係る対応策として、経営会議等による議論の結果、引き続きＷＥＢ会議システム等の

活用による会議・研修・セミナーの開催や出張を控える等の安全対策を講じております。また、従業員に対しては、

社内感染による業務停止のリスクを低減させるために、自動検温システムの導入及び手指消毒・換気を徹底しており

ます。

　経営成績等に係る対応策については、セグメントの出版では、手洗い・うがい等の感染予防に役立つ付録教材を、

セグメントの教具では、感染予防や指導時間の短縮にも役立つ「家庭科布教材」の活用を提案いたしました。

 

（９月入学制度について）

　昨年春の新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休業で、遅れた学習時間を取り戻す方法として９月入学の案が

浮上しましたが、政府の教育再生実行会議は2020年12月16日のワーキンググループの会合で、当面、小中高校に導入

すべきではないとの認識で一致したと公表しました。これにより、前事業年度の有価証券報告書に記載した「（４）

９月入学制度について」は、消滅いたします。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状

況が続いております。

　教育界においては、2020年４月より新しい「小学校学習指導要領」が実施されました。この新学習指導要領で

は、育成を目指す資質・能力が「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性

等」の３つの柱として整理され、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や「社会に開かれた教育課

程」の実現に向けた「カリキュラム・マネジメント」の一層の推進が求められております。

　このような10年先の社会を見据えた新しい教育が始まりましたが、新型コロナウイルスの感染が広がり、全国す

べての小学校・中学校・高等学校の臨時休業が昨年の３月から５月末まで続きました。教育現場ではオンライン授

業や教師による家庭訪問などの対応、学校再開後は時間割編成の変更、年間行事の見直し、清掃消毒作業など様々

な対応に追われております。そのようななか、文部科学省は子供たちの学びを保障する観点から、2023年度の実現

を目指していた、１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワーク環境を整備する「ＧＩＧＡスクール構想」の前

倒しを進めております。

　このような情勢を背景に、当社グループは主力である小学校図書教材においては、価格や付録などの厳しい競争

が進むなか、基礎・基本の定着や活用する力の育成と評価を念頭に、教育現場のニーズに応えた改訂を行ってまい

りました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高10,809,302千円（前年同四半期比6.2％増）、経

常利益1,850,632千円（前年同四半期比7.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,270,977千円（前年同四

半期比6.5％増）となりました。

 

　セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

①出版

　小学校図書教材においては、本年度より「新学習指導要領」が全面実施され、コロナ禍にありながら、求めら

れる基礎・基本の確実な定着と思考力・判断力・表現力を確認できる教材として、全国の教育現場から支持を得

ることができました。また、２学期以降の継続採用も受注することができました。

　テストなどの評価教材では、基礎的な読解力などが確認できる新企画に加え、きめ細かく採点基準を提示した

冊子型の教師用書、教師の採点処理業務の負担を軽減する得点集計用ソフトが教育現場から好評を得ることがで
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きました。また、本年度より新たに小学校５・６年生で英語が教科化され、いち早く教育現場のニーズに合わせ

たテストを開発したことなどにより、実績が増加いたしました。

　ドリル教材などの習熟教材では、基礎から発展的な内容まで児童の発達段階に合わせて学習できる企画に加

え、ノート学習やスキル学習の提案が受け入れられ、実績が増加いたしました。

　季刊物教材では、新型コロナウイルス感染症の影響で夏季休業期間が短縮されたことにより、夏休み教材の実

績が減少いたしました。

　中学校図書教材では、新学期用教材は実績が増加いたしましたが、夏季休業期間の短縮により夏休み教材が大

幅に減少いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は8,229,175千円（前年同四半期比8.0％増）、営業利益は2,177,783千円

（前年同四半期比2.4％増）となりました。

 

②教具

　小学校教材・教具においては、長期間の臨時休業措置がとられた影響により厳しい状況が続き、図画工作など

一部の教材では、実績が減少いたしました。しかし、年間履修内容の遅れを土曜授業の実施などで取り戻した結

果、ほぼ昨年実績まで回復いたしました。

　「裁縫セット」や「画材セット」では、徐々に受注が回復し実績が増加いたしましたが、「書道セット」で

は、回復基調にあるものの嗜好の多様化の結果、実績は減少いたしました。

　家庭科布教材の「エプロン」では、児童の嗜好に合った絵柄が支持されたことにより、実績が増加いたしまし

た。

　中学校・高等学校向けの家庭科教材ブランド「クロッサム」では、休業期間中は大きく減少し、調理実習の見

送りや共同で使用するミシンを使用しない学校が増加しましたが、手縫い教材などが支持されたことにより、実

績が増加いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は2,580,127千円（前年同四半期比0.8％増）、営業利益は311,247千円（前

年同四半期比29.2％増）となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当社グループの当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は674,664千

円増加して18,975,842千円、負債は500,266千円減少して4,433,744千円、純資産は1,174,931千円増加して

14,542,098千円となりました。

　資産の主な増減は、現金及び預金の増加585,089千円、受取手形及び売掛金の増加686,565千円、商品及び製品の

減少976,257千円、仕掛品の増加529,490千円であります。

　負債の主な増減は、支払手形及び買掛金の減少260,872千円、電子記録債務の減少636,341千円、未払法人税等の

増加292,433千円であります。

　また、純資産の主な増減は、利益剰余金の増加1,106,386千円であります。

 

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響については、今後も引き続き注視してまいります。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
 （2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,600,000 6,600,000
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 6,600,000 6,600,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年10月１日～
2020年12月31日

－ 6,600,000 － 1,917,812 － 1,832,730

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 322,500

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,275,400 62,754 －

単元未満株式 普通株式 2,100 － －

発行済株式総数  6,600,000 － －

総株主の議決権  － 62,754 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社文溪堂

羽島市江吉良町江

中七丁目１番地
322,500 － 322,500 4.88

計 － 322,500 － 322,500 4.88

（注）自己株式は、2020年８月19日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、12,256株減少して

おります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,975,807 5,560,897

受取手形及び売掛金 1,220,428 ※ 1,906,994

有価証券 400,670 245,472

商品及び製品 3,239,430 2,263,173

仕掛品 628,843 1,158,334

原材料 309,634 312,201

その他 74,637 53,449

貸倒引当金 △1,444 △2,479

流動資産合計 10,848,008 11,498,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 731,999 840,288

土地 3,308,796 3,308,796

その他（純額） 123,413 121,791

有形固定資産合計 4,164,210 4,270,876

無形固定資産 187,537 201,704

投資その他の資産   

投資有価証券 2,835,579 2,738,480

繰延税金資産 51,603 44,938

その他 233,761 240,574

貸倒引当金 △19,522 △18,775

投資その他の資産合計 3,101,421 3,005,218

固定資産合計 7,453,170 7,477,799

資産合計 18,301,178 18,975,842
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,288,152 1,027,279

電子記録債務 1,578,095 941,754

短期借入金 110,204 173

未払法人税等 139,227 431,661

引当金 63,000 46,750

その他 903,443 1,111,156

流動負債合計 4,082,123 3,558,775

固定負債   

長期借入金 369 40,251

繰延税金負債 34,804 95,810

役員退職慰労引当金 251,249 26,244

退職給付に係る負債 523,579 464,850

長期未払金 － 212,360

その他 41,884 35,451

固定負債合計 851,887 874,968

負債合計 4,934,011 4,433,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,917,812 1,917,812

資本剰余金 1,832,730 1,841,824

利益剰余金 9,944,994 11,051,380

自己株式 △310,844 △299,458

株主資本合計 13,384,693 14,511,560

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △317 43,073

退職給付に係る調整累計額 △17,209 △12,535

その他の包括利益累計額合計 △17,526 30,538

純資産合計 13,367,167 14,542,098

負債純資産合計 18,301,178 18,975,842
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 ※ 10,177,810 ※ 10,809,302

売上原価 5,500,147 6,074,848

売上総利益 4,677,662 4,734,454

販売費及び一般管理費 2,979,696 2,906,660

営業利益 1,697,966 1,827,793

営業外収益   

受取利息 6,983 7,146

受取配当金 9,959 9,542

受取賃貸料 19,323 19,516

受取保険金 1,282 1,242

雑収入 11,253 16,033

営業外収益合計 48,803 53,481

営業外費用   

支払利息 5 42

売上割引 29,237 30,599

営業外費用合計 29,242 30,642

経常利益 1,717,526 1,850,632

特別利益   

固定資産売却益 13,424 －

投資有価証券売却益 － 5

特別利益合計 13,424 5

特別損失   

固定資産売却損 2,231 －

固定資産除却損 411 3,131

投資有価証券売却損 － 159

投資有価証券評価損 － 204

特別損失合計 2,643 3,495

税金等調整前四半期純利益 1,728,307 1,847,142

法人税、住民税及び事業税 460,168 520,476

法人税等調整額 74,734 55,688

法人税等合計 534,902 576,165

四半期純利益 1,193,404 1,270,977

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,193,404 1,270,977
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 1,193,404 1,270,977

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,224 43,391

退職給付に係る調整額 5,073 4,673

その他の包括利益合計 7,298 48,064

四半期包括利益 1,200,703 1,319,041

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,200,703 1,319,041

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症について）

　新型コロナウイルスの感染拡大により、再び小学校・中学校が全国的に臨時休業になった場合、学校で使用され

る出版物、教材・教具の受注が変動し、事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。しかし、現時点にお

いては通常の授業が実施されており、今年３月末までには、定められたカリキュラムが全て消化されるものと仮定

しております。この場合、繰延税金資産の回収可能性の判断及び固定資産の減損の判定に与える影響は軽微である

と考えられるため、決算日現在の見積りに大きな影響を与えるものではないと判断しております。

　なお、前連結会計年度の有価証券報告書で記載した内容から重要な変更はありません。

 

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、2020年５月25日開催の取締役会にて、役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、役員退

職慰労金の打ち切り支給を行うことについて、2020年６月25日開催の第67期定時株主総会に付議することを決議

し、本株主総会にて承認されました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払

分212,360千円を固定負債の「長期未払金」として計上しております。

　なお、連結子会社につきましては引き続き、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を固定負債の「役員退職慰労引当金」として計上しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

受取手形 －千円 11,551千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

※　　売上高の季節的変動

　当社グループの売上高は、第２四半期連結累計期間に１学期品と２学期品、上下刊品、年刊品の売上高が計上

されますので、通常、第２四半期連結累計期間の年間の売上高に占める割合は高くなります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

減価償却費 161,148千円 139,364千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月25日

定時株主総会
普通株式 116,846 18.65 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金

2019年11月７日

取締役会
普通株式 98,990 15.80 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 98,363 15.70 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

2020年11月９日

取締役会
普通株式 66,227 10.55 2020年９月30日 2020年12月４日 利益剰余金

 

 

EDINET提出書類

株式会社文溪堂(E00709)

四半期報告書

13/18



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 出版 教具 計

売上高      

外部顧客への売上高 7,619,496 2,558,314 10,177,810 － 10,177,810

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 7,619,496 2,558,314 10,177,810 － 10,177,810

セグメント利益 2,125,447 240,850 2,366,298 △668,331 1,697,966

（注）１　セグメント利益の調整額△668,331千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない管理部門の販売管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 出版 教具 計

売上高      

外部顧客への売上高 8,229,175 2,580,127 10,809,302 － 10,809,302

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 8,229,175 2,580,127 10,809,302 － 10,809,302

セグメント利益 2,177,783 311,247 2,489,030 △661,237 1,827,793

（注）１　セグメント利益の調整額△661,237千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない管理部門の販売管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり四半期純利益 190円48銭 202円66銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 1,193,404 1,270,977

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
1,193,404 1,270,977

普通株式の期中平均株式数（株） 6,265,235 6,271,205

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　2020年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 （イ）中間配当による配当金の総額……………………66,227千円

 （ロ）１株当たりの金額…………………………………10円55銭

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年12月４日

（注）2020年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月12日

株式会社文溪堂

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

名古屋事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　浩彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中岡　秀二郎　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社文溪堂

の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31

日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め 

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社文溪堂及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及 び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な 点に

おいて認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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